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市川市中高生の居場所づくり事業業務委託仕様書 

 

この仕様書は、市川市（以下「委託者」という。）が発注する下記の業務に関して、受託者が当該

業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 件  名  市川市中高生の居場所づくり事業業務委託 

 

２ 業務目的  本業務は、地域特性に応じたあらゆるこどもたちの拠り所となる多様な居場所の

整備を進めるにあたり、中学生及び高校生世代が安心してゆったりと思い思いの時

間を過ごせる場所や様々な機会及び体験（学習支援など）を提供することを目的と

する。 

 

３ 委託場所  市川市八幡 4丁目 2番 1号 八幡市民交流館内 八幡親子つどいの広場 

 

４ 委託期間  令和 8年 6月 3日から令和 9年 3月 31日まで 

 

５ 業務内容 

  受託者は、八幡親子つどいの広場が閉所している時間帯に当該広場のスペース（以下、「本スペ

ース」という。）を活用し、次に示す利用対象者に対し、以下の（１）～（７）に掲げる業務を行

うものとする。 

〔利用対象者〕 

   事業を利用することができる者は、主として本市に在住している学齢 13 歳から 18 歳の児童

と本市に在学している中学生及び高校生とする。ただし、委託者が適当と認める者は、この限り

ではない。 

（１）基本業務 

①運営に関する業務 

ｱ）受託者は、利用者がその時の気分や目的に合わせて多様な時間を過ごせるよう、学習、

飲食、休憩など、多目的に利用できるスペースを広場内に設計するとともに、読書、勉

強、ゲームなどを行えて、利用者が安心してゆったりと思い思いの時間を過ごせる場の

提供を行うものとする。 

ｲ）受託者は、利用者及び問い合わせへの対応のほか、本事業の公式 Instagramの投稿及び

制作等を実施し、本事業に関する広報を行うものとする。 

ｳ）受託者は、利用者のニーズや満足度等を把握するため、利用者に対して簡易なアンケー

トの実施及び集計を行い、委託者に提出するものとする（実施時期、内容等は委託者と

協議のうえ決定するものとする。）。  

②相談及び支援に関する業務 

受託者は、学習、進学、就労、生活等の様々な悩みを有する利用者からの相談に対し適切な

助言を行うとともに、相談内容や状況によっては、悩み軽減のための情報提供を行うほか、関

係機関と連携し必要な支援につなげるものとする。 
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及び利用者自身の悩みに関する相談を受けた場合には、傾聴や受容を土台として本人に負

担がかからない範囲で聞き取りを行う。 

受託者は、開設中に受けた相談内容や関係機関との連携について、職員間で情報を共有し、

利用者が相談しやすくなるような環境づくりのために工夫するよう努める。 

利用者の困りごとについての確認と対応方針を職員間で検討し、相談対応がより効果的に

なるよう努める。 

③その他日常管理業務全般 

受託者は、その他設備及び備品の管理、安全管理等の業務を行うものとする。 

（２）体験の場の提供 

①イベントの実施 

受託者は、原則、月に１回以上、1回あたり３時間以上、利用者が魅力を感じるイベントを

行うものとする。イベントの内容は、こどもの権利の啓発、コミュニケーションスキル又はソ

ーシャルスキルの向上等に資するものとし、中高生自らが企画又は運営への参画できるイベ

ントも実施するものとする。 

また、受託者は、イベントの告知にあたっては、本事業の公式 Instagramへの掲載等による

事前周知を行うこととする。 

さらに、受託者は、本事業が市政に若者の意見を取り入れるための意見聴取の場としても活

用することを想定し、利用者を対象としたワークショップ等を企画及び実施するものとする。

（実施頻度や時期、内容等は委託者と協議のうえ決定するものとする。） 

②学習支援の実施 

受託者は、開設時間中は利用者の希望に応じて学習に関する相談や質問への対応を行い、対

象者の状況に応じた形式で学習習慣の定着や基礎的な学力向上等のための支援を行うものと

する。 

また、利用者への声掛け等によりコミュニケーションを取り、学習の進捗を把握し、利用者

の理解度に応じた学習支援を実施するものとする。     

 （３）業務の実施体制 

    当該業務の実施においては、開所時間中、業務責任者と業務従事者 1名以上を配置すること

とする。 

    また、５（２）①のイベントの実施時には、上記に加え、業務従事者 1名以上を配置するこ

ととする。 

    事業が確実に運営できるように、業務責任者と業務従事者の急な体調不良等の緊急時にも

対応可能な体制を整えること。 

    業務責任者又は業務従事者どちらかに中高生に対する学習支援の実務経験（別紙１（１）①）

がある者を配置するものとする。 

    業務責任者又は業務従事者どちらかは、相談支援業務に役立つ資格（別紙１（２））又は実

務経験（別紙１（１）②）がある者を配置することとする。 

  日曜日にあたっては、従事者が入れ替わるシフト制での勤務も可能とすることとする。 

① 業務責任者 

     受託者は、業務従事者の中から業務責任者を選任するものとする。 
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     業務責任者は、中高生世代の育成に関わる業務（別紙１（１））について 10年以上の実務

経験を有し、下記の業務を適切に行うことができる者とする。 

     なお、業務責任者の不在時の対応として、業務責任者の代理の者を 1名以上配置すること

とする。 

業務責任者の代理の者は、中高生世代の育成に関わる業務（別紙１（１））について 5 年

以上の実務経験を有する者を選任することとする。 

ｱ）業務の適切な実施及び実施状況の把握 

    ｲ）委託者及び八幡親子つどいの広場運営事業者との打合せ・協議及び調整 

    ｳ）業務従事者に対する指揮命令及び指導・教育 

    ｴ）業務従事者の人選及び適切な配置 

    ｵ）労働基準法、労働安全衛生法、その他関連法令の知識、遵守及び管理 

    ｶ）業務従事者及び利用者に対する安全管理 

  ② 業務従事者 

     業務責任者の指示に従って業務を適切に行える者とする。 

（４）利用手続き等 

    受託者は、本スペースを初めて利用する者に対しては、氏名、連絡先、学年、学校名や緊急 

連絡先等を確認し、利用者名簿により管理するものとする。    

なお、受託者は、利用者名簿を委託期間中は保管するものとする。 

（５）事故・災害等への対応 

    受託者は、危機管理マニュアルを作成し、業務責任者及び業務従事者に周知して業務に当た

らせることとする。また、必要に応じて更新を行うものとする。 

（６）運営にかかる賠償責任保険について 

    施設内外において事業の遂行中に指導・監督上の不注意等によって生じた事故、又は飲食物

等によって発生した事故、又は設備・備品等を損壊したことによる損害に対して、賠償責任保

険に加入するものとする。 

（７）業務における留意事項 

① 受託者は、利用者への処遇や事業目的達成のため、委託者その他の関係機関との連絡調整に

努めるものとする。 

② 受託者は、業務履行場所において、業務の履行中、政治活動、宗教活動、営利活動及び特定

の個人や団体の利益となるような活動など、業務の目的とは無関係な活動をしてはならな

い。 

③ 緊急を要する事態が発生した場合、事件が発生した場合又は利用者等からの重篤な相談若

しくは苦情等が発生した場合には、受託者は直ちに委託者に連絡し、委託者と協議しながら、

適切に対応するものとする。 

④ 貸与品として別に定める備品並びに書籍及び玩具等の消耗品は、契約期間中、受託者が管理

し、契約期間満了時又は契約解除時に委託者に返還するものとする。 

⑤ 委託者の貸与品及び備品等について、受託者が故意又は過失により破損、喪失させた場合に

は、原状回復に要する費用は、受託者の負担とする。 

⑥ 委託者の貸与品及び備品等の他に、利用者が安心してゆったりと思い思いの時間を過ごせ
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る場を提供するにあたって必要な備品や消耗品は、受託者の負担と責任において準備するも

のとする。 

⑦ 受託者は、業務内容を明らかにし、書類・帳簿等を整備保管するものとする。委託者が必要

と認めるときは、委託者の求めに応じて帳簿その他関係書類を提出し、説明又は報告を行う

ものとする。なお、保管期間は委託期間終了後１年とする。 

⑧ 受託者は、月曜日から土曜日の１０時から１６時まで八幡親子つどいの広場を実施してい

ることを踏まえ、事業実施終了後に原状復帰等を行うとともに清掃等を適切に行うものとす

る。 

⑨ 受託者は、開設時間中は、利用者への必要な物品等の貸出し、マナー指導、ニーズの把握等

を行い、利用者の自立性を尊重しつつ見守りを行うとともに、適宜適切なコミュニケーショ

ンをとるなど、快適に利用できるよう努めることとする。 

⑩ 受託者は、通常利用、イベント利用にかかわらず、利用者から利用料を徴収しないものとす

る。ただし、実費分の徴収の場合で委託者が適当と認める場合はこの限りでない。 

⑪ （２）に掲げる業務の実施にあたっては、必要に応じて八幡市民交流館内の他の部屋を予約

のうえ、本スペースと併せて利用することも可能とする。 

 

６ 費用負担 

    事業の実施に伴う経費の負担については、以下のとおりとする。 

（１）受託者の負担とする経費 

① 事業運営にかかる賠償責任保険 

② 事業運営にかかる電話料 

③ 駐車料金を含む旅費交通費 

④ ＰＣ、インターネット回線使用料、セキュリティ対策ソフト等の費用（ＰＣのＯＳはサポー

ト対象のものを導入し、適切なセキュリティソフトをあわせて導入することとする） 

⑤ その他、運営に必要な備品及び消耗品、使用不可能に伴う新規購入や修繕に要する費用。

ただし、貸与品として別に定める備品並びに書籍及び玩具等の消耗品は、無償貸与する。 

（２）委託者の負担とする経費 

① 光熱水費 

② 施設修繕費(負担については、受託者と委託者で協議して現地確認のうえ決定するものとす

る) 

 

７ 添付資料 

（１） 業務・資格一覧    別紙１ 

（２） 案内図及び平面図   別紙２ 

（３） 業務日誌       別紙３ 

（４） 業務完了報告書    別紙４ 

（５） 完了届        別紙５ 

（６） 業務従事者名簿    別紙６ 
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８ 業務実施日及び業務時間 

（１）業務実施日 

原則として、水曜日、金曜日及び日曜日に開設することとする。 

また、以下に該当する日は業務を実施しないものとする。ただし、休止日に業務を実施する

場合又は業務実施日にあたる日であっても業務を実施しない場合は、委託者がこれを必要と

認めた場合に限るものとする。 

① １２月２８日から１月４日まで 

② 八幡市民交流館の休館日である毎月の最終月曜日及び祝日（祝日が日曜日の場合は振替休日 

の日） 

（２）開所時間 

 水曜日及び金曜日 １７：３０から２０：３０ 

日曜日 ９：００から２０：３０の間で８時間開設するものとする（休憩時間６０分を除く）。 

（３）開所準備および閉所後の片付け 

    開所時間の前後各３０分程度を開所準備および閉所後の片付け業務に充てるものとする。 

 

９ 提出書類及び報告書（成果品） 

   受託者は、業務の実施にあたり、次に示す書類を委託者に提出するものとする。 

（１）業務開始時（契約後 10日以内に提出） 

➀着手届 

②業務従事者名簿（別紙６） 

③業務実施計画書 

業務実施体制、スケジュール、業務実施責任者経歴、連絡体制を記載すること。 

④危機管理マニュアル 

    ⑤賠償責任保険証券の写し 

（２）業務実施期間内  

 ➀業務日誌（別紙３） 

当月分をまとめて翌月 10日までに提出。ただし、最終月分は委託期間終了日までに提出。 

②業務完了報告書（別紙４） 

 翌月 10日までに提出。ただし、最終月分は委託期間終了日までに提出。 

  （３）業務完了時 

    ①事業報告書 

     業務を実施する中で生じた課題やその対応案、事業をより効果的なものにするための提 

案などを記載すること。 

②完了届（別紙５） 

１０ SNSを配信する際の留意事項 

（１）業務で利用するアカウントを業務目的外に使用してはならない。 

（２）守秘義務を遵守するとともに、意思形成過程における情報の取り扱いに最大限留意しなけ

ればならない。 

（３）発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意しなけ
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ればならない。 

（４）意図せずして発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせた場合には、誠実に

対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければならない。 

（５） 次に掲げる情報は発信してはならない。 

① 誹謗中傷や不敬な言い方を含む情報 

② 人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させる情報 

③ 違法行為又は違法行為を煽る情報 

④ 利害関係にある者又は団体の秘密に関する情報 

⑤ 個人情報や他者の権利を侵害する情報 

⑥ 八幡市民交流館のセキュリティを脅かすおそれのある情報 

⑦ 単なる噂や噂を助長させる情報 

⑧ その他公序良俗に反する一切の情報 

 

１１ その他 

（１）委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善 

を受託者に求めることができる。 

（２）受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法

律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

（３）受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署そ

の他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。 

（４）受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託

者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。 

（５）業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはな

らない。契約終了後も同様とする。 

（６）業務の履行にあたっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。 

（７）この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、委託者と受託者がその都

度協議の上、決定するものとする。 



別紙１

（１）業務一覧

①学習支援 ②相談支援

〇 〇 学校教員（公立・私立の中学校、高等学校）

〇 塾講師・予備校講師（集団指導、個別指導）

〇 家庭教師

〇 〇 通信制高校のサポート校スタッフ

〇 〇 スタディサポーター（不登校支援や学習困窮世帯への支援）

〇 英会話スクールの講師（ネイティブ講師、日本人講師）

〇 進路アドバイザー・キャリアカウンセラー

〇 スクールカウンセラー

〇 スクールソーシャルワーカー

〇 児童福祉施設の職員

〇 フリースクールのスタッフ

〇 自立援助ホームの職員

〇 ヤングケアラーコーディネーター

部活動指導員（外部指導員）

スポーツクラブ・少年団のコーチ

レクリエーション・インストラクター

習い事の講師（ピアノ、プログラミング、絵画など）

子ども食堂・学習支援ボランティアのコーディネーター

児童館や青少年センターの職員

ボーイスカウト・ガールスカウトの指導者

（２）資格一覧

※上記以外の資格・業務については、市が承諾したものに限る。

児童指導員

学校心理士

保育士

臨床心理士

業務・資格一覧

業務
区分

精神保健福祉士

社会福祉士

キャリアコンサルタント

養護教諭

教員免許

公認心理師



別紙２

■案内図

■平面図



別紙3-1

1年 2年 3年 1年 2年 3年

〇相談内容

1年 2年 3年 1年 2年 3年

〇相談内容

1年 2年 3年 1年 2年 3年

〇相談内容

学年

0人数

学年

0人数

合計

人数 0

　　日（　）

学年

種別 中学 高校 その他 合計

　　月分　業務日誌

　　日（　）

その他高校中学種別

（通常業務用）

従事者：

従事者：

従事者：　　日（　）

種別 中学 高校 その他 合計



1年 2年 3年 1年 2年 3年

〇相談内容

1年 2年 3年 1年 2年 3年

〇相談内容

1年 2年 3年 1年 2年 3年学年

0人数

学年

0人数

【集計】

種別 中学 高校 その他 合計

　　日（　）

種別 中学 高校 その他 合計

従事者：

学年

0人数

　　日（　）

種別 中学 高校 その他 合計

従事者：



別紙3-2

１．参加者

1年 2年 3年 1年 2年 3年

２．イベントの内容

３．事前周知の内容

４．参加者からの意見等

　　月分　業務日誌 （イベント用）

種別

学年

中学 高校 その他 合計

0人数

従事者：



別紙４ 

 

業 務 完 了 報 告 書 
 

 

                             年    月  日 

 

  市 川 市 長 様         

 

 

住所   

                      

                   氏名              印 

 

 

 下記のとおり     年 月分の業務を完了したので報告します。 

 

 

１．業 務 名                                     

 

 

２．施行(納入)場所                            

     

                                        

 

 

３．契約年月日                 

 

 

４．委 託 金 額              円  

 

 

５．委 託 期 間             年 月 日から    年 月 日まで  

 

 

６．業務完了期間       年 月 日 ～     年 月 日   



別紙５   

 

 

              完 了 届         
 

 

                                 年  月  日 

 

  市 川 市 長 様         

 

 

                   住所 

 

 

                   氏名                  印 

 

 下記のとおり業務が完了したので、届出をします。 

 

 

１．業 務 名                                     

 

 

２．委託場所                                

 

 

３．契約年月日        年   月   日 

 

                            （単価契約の場合は 

４．委託金額                   円  総額を記入してください） 

 

 

               年   月   日から 

５．委 託 期 間      

               年   月   日まで 

 

 

６．完了年月日        年   月   日 

 

 

 

 

 



別紙６

A B C

有無 内容 資格 実務経験 内容 年数

1 業務責任者

2 業務責任者（代理）

3 業務従事者

4

5

6

7

8

9

10

※欄が足りない場合、適宜追加してください。
※D、E、F欄について、複数の該当事項がある場合は、全ての内容を記載してください。

No
中高生に対する学習支援の実務経験

D

業務従事者名簿

中高生世代の育成に関わる業務
年齢氏名区分

F

相談支援業務

E
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